
議案第１９号

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９年杉並区条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。

第３７条第２項、第４７条第２項及び第４７条の２第２項中「前７日」を削る。

第２条 杉並区国民健康保険条例（昭和３４年杉並区条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。

第２４条第２項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者について

は納期限前７日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者につい

ては特別徴収対象年金給付の直近の支払日の７日前」を「納期限」に改める。

第３条 杉並区介護保険条例（平成１２年杉並区条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。

第２１条第２項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者について

は納期限前７日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者につい

ては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の１５日」を「納期限」に改

める。

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

（提案理由）

区民税等の減免の申請期限を改める必要がある。
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杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区特別区税条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（区民税の減免） （区民税の減免）

第３７条 略 第３７条 略

２ 前項の規定によつて区民税の減免を ２ 前項の規定によつて区民税の減免を

受けようとする者は、納期限 ま 受けようとする者は、納期限前７日ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請 でに、次に掲げる事項を記載した申請

書にその減免を受けようとする理由を 書にその減免を受けようとする理由を

証明する書類を添付して、区長に提出 証明する書類を添付して、区長に提出

しなければならない。 しなければならない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免）

第４７条 略 第４７条 略

２ 前項の規定によつて軽自動車税の減 ２ 前項の規定によつて軽自動車税の減

免を受けようとする者は、納期限 免を受けようとする者は、納期限前７

までに、当該軽自動車等について減 日までに、当該軽自動車等について減

免を受けようとする税額及び次に掲げ 免を受けようとする税額及び次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要 る事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付し、 とする理由を証明する書類を添付し、

これを区長に提出しなければならな これを区長に提出しなければならな

い。 い。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

（身体障害者等に対する軽自動車税の減 （身体障害者等に対する軽自動車税の減

免） 免）

第４７条の２ 略 第４７条の２ 略

２ 前項第１号の規定によつて軽自動車 ２ 前項第１号の規定によつて軽自動車

資 料
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税の減免を受けようとする者は、納期 税の減免を受けようとする者は、納期

限 までに、区長に対して、身体 限前７日までに、区長に対して、身体

障害者福祉法（昭和２４年法律第２８ 障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付され ３号）第１５条の規定により交付され

た身体障害者手帳（戦傷病者特別援護 た身体障害者手帳（戦傷病者特別援護

法（昭和３８年法律第１６８号）第４ 法（昭和３８年法律第１６８号）第４

条の規定により戦傷病者手帳の交付を 条の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者で身体障害者手帳の交付 受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあつては、戦傷 を受けていないものにあつては、戦傷

病者手帳とする。以下この項において 病者手帳とする。以下この項において

「身体障害者手帳」という。）、厚生 「身体障害者手帳」という。）、厚生

労働大臣の定めるところにより交付さ 労働大臣の定めるところにより交付さ

れた療育手帳若しくは東京都知事の定 れた療育手帳若しくは東京都知事の定

めるところにより交付された愛の手帳 めるところにより交付された愛の手帳

（以下この項において「療育手帳等」 （以下この項において「療育手帳等」

という。）又は精神保健及び精神障害 という。）又は精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律 者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第４５条の規定により交 第１２３号）第４５条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以 付された精神障害者保健福祉手帳（以

下この項において「精神障害者保健福 下この項において「精神障害者保健福

祉手帳」という。）及び道路交通法 祉手帳」という。）及び道路交通法

（昭和３５年法律第１０５号）第９２ （昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者 条の規定により交付された身体障害者

又は身体障害者等と生計を一にする者 又は身体障害者等と生計を一にする者

若しくは身体障害者等（身体障害者等 若しくは身体障害者等（身体障害者等

のみで構成される世帯の者に限る。） のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者の運転免許証（以下 を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」とい この項において「運転免許証」とい

う。）を提示するとともに、次に掲げ う。）を提示するとともに、次に掲げ
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る事項を記載した申請書に減免を必要 る事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付し とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 て、提出しなければならない。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

３ 略 ３ 略

第２条による改正（杉並区国民健康保険条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（保険料の減免） （保険料の減免）

第２４条 略 第２４条 略

２ 前項の規定により、保険料の減免を ２ 前項の規定により、保険料の減免を

受けようとする者は、納期限 受けようとする者は、普通徴収の方法

により保険料を徴収されている者につ

いては納期限前７日までに、特別徴収

の方法により保険料を徴収されている

者については特別徴収対象年金給付の

までに、次に掲 直近の支払日の７日前までに、次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を受 げる事項を記載した申請書に減免を受

けようとする理由を証明する書類を添 けようとする理由を証明する書類を添

付して区長に提出しなければならな 付して区長に提出しなければならな

い。 い。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

３ 略 ３ 略

第３条による改正（杉並区介護保険条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（保険料の減免） （保険料の減免）
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第２１条 略 第２１条 略

２ 前項の規定により保険料の減免を受 ２ 前項の規定により保険料の減免を受

けようとする者は、納期限 けようとする者は、普通徴収の方法に

より保険料を徴収されている者につい

ては納期限前７日までに、特別徴収の

方法により保険料を徴収されている者

については特別徴収対象年金給付の支

までに、 払に係る月の前前月の１５日までに、

次に掲げる事項を記載した申請書に減 次に掲げる事項を記載した申請書に減

免を受けようとする理由を証明する書 免を受けようとする理由を証明する書

類を添付して、区長に提出しなければ 類を添付して、区長に提出しなければ

ならない。 ならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

３ 略 ３ 略


